
増
え
続
け
る
空
き
家

　

高
齢
化
な
ど
の
社
会
的
要
因
を
は

じ
め
、
相
続
や
経
済
的
な
問
題
な
ど

の
理
由
か
ら
、
近
隣
の
住
宅
や
歩
行

者
に
被
害
を
及
ぼ
す
恐
れ
の
あ
る
、

管
理
不
全
な
状
態
の
空
き
家
が
近
年

増
加
し
て
お
り
、防
災
、防
犯
、衛
生
、

景
観
等
の
地
域
住
民
の
生
活
環
境
に

深
刻
な
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
ま
す
。

木
の
除
去
に
か
か
る
費
用
が
大
き
く

な
り
ま
す
。
遠
方
に
居
住
し
て
い
た

り
、仕
事
が
多
忙
で
あ
っ
た
り
し
て
、

定
期
的
な
管
理
が
難
し
い
場
合
は
、

親
戚
や
管
理
サ
ー
ビ
ス
業
者
に
依
頼

す
る
な
ど
、
適
正
な
管
理
を
行
い
ま

し
ょ
う
。

市内の空き家数

種別 軒数

管理不全な
空き家数 1,755

利活用可能な
空き家数 585

合計 2,340

※平成29年３月31日現在

　

近
年
、
放
置
さ
れ
た
空
き
家
の
増
加
が
全
国
的
に
社
会
問
題
と

な
っ
て
い
ま
す
。
市
で
も
空
き
家
は
増
加
の
一
途
を
た
ど
っ
て
い
ま

す
。
放
置
さ
れ
た
空
き
家
が
及
ぼ
す
影
響
を
改
め
て
考
え
、
空
き
家

の
適
正
管
理
に
努
め
ま
し
ょ
う
。

問
市
安
全
安
心
課（
３
階
）　

☎
０
９
９
４-

31-

１
１
２
４

　

昨
年
度
、
各
町
内
会
の
協
力
の

も
と
実
施
し
た
空
き
家
調
査
で
は
、

市
内
に
あ
る
管
理
不
全
な
空
き
家

は
、
平
成
29
年
３
月
31
日
現
在
、
１
，

７
５
５
軒
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

空
き
家
を
放
置
し
て
お
く
と
、
倒

壊
や
損
傷
の
ほ
か
、
ご
み
の
不
法
投

棄
、
不
審
者
の
侵
入
、
放
火
な
ど
の

原
因
に
な
る
恐
れ
が
あ
り
ま
す
。

早
め
に
で
き
る
こ
と

	

国
土
交
通
省
住
宅
局
が
実
施
し

た「
平
成
26
年
空あ
き

家や

実
態
調
査
」
に

よ
る
と
、
戸
建
て
空
き
家
の
所
有
者

の
年
齢
は
、
65
歳
以
上
の
高
齢
者
が

55
．６
％
を
占
め
、
ま
た
空
き
家
を
取

得
し
た
経
緯
に
つ
い
て
は
、
52
．３
％

が「
相
続
し
た
」と
し
て
い
ま
す
。

　

居
住
中
か
ら
空
き
家
に
な
っ
た
時

の
こ
と
を
考
え
て
、
相
続
人
へ
の
所

有
者
変
更
登
記
を
行
い
ま
し
ょ
う
。

登
記
し
な
い
ま
ま
に
し
て
お
く
と
、

い
ざ
と
い
う
時
に
、
手
続
き
が
困
難

と
な
る
ケ
ー
ス
が
あ
り
ま
す
。

　

ま
た
、
空
き
家
を
放
置
す
る
と
、

傷
み
が
進
行
し
、
改
修
や
修
繕
、
草

市
の
取
り
組
み

　

市
で
は
、
総
合
的
か
つ
計
画
的
に

空
き
家
等
対
策
を
進
め
る
た
め
、「
空

家
等
対
策
計
画
」
や「
空
家
等
の
適

正
管
理
に
関
す
る
条
例
」
な
ど
に
基

づ
き
、
安
全
で
安
心
な
ま
ち
づ
く
り

に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。

　

空
き
家
を
有
効
活
用
す
る
た
め
の

空
き
家
バ
ン
ク
制
度
や
、
危
険
空
き

家
の
解
体
撤
去
に
対
す
る
助
成
制
度

も
設
け
て
い
ま
す
。
ぜ
ひ
お
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い
。

空き家を適正に
管理しましょう

管
理
不
全
が
続
く
と 

「
特
定
空
家
等
」に
指
定

　
「
空
家
等
対
策
の
推
進
に
関
す
る

特
別
措
置
法（
空
家
法
）」
に
よ
り
、

空
き
家
の
適
正
な
管
理
は
、
所
有
者

（
所
有
者
死
亡
の
場
合
は
そ
の
相
続

人
）の
責
務
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

管
理
不
全
な
状
態
の
空
き
家
等
が

原
因
で
、
近
隣
の
住
民
や
通
行
人
等

に
人
的
・
物
的
損
害
を
与
え
た
場
合

は
、
所
有
者
の
責
任
を
問
わ
れ
る
こ

と
が
あ
り
ま
す
。

　

ま
た
、
管
理
不
全
な
状
態
が
続
く

と
、
空
家
法
に
基
づ
き「
特
定
空
家

等
」と
し
て
措
置
を
受
け
ま
す
。

　

市
で
も
、
こ
れ
ま
で
に
空
家
法
に

基
づ
き
、
３
軒
を「
特
定
空
家
等
」

と
し
て
指
定
し
て
い
ま
す
。

「
特
定
空
家
等
」と
は
…
？

　
「
特
定
空
家
等
」は
、
空
家
法
第
２

条
第
２
項
に
よ
り
、
主
に
以
下
の
と

お
り
定
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

◎ 

倒
壊
等
が
著
し
く
、
保
安
上
危
険

と
な
る
恐
れ
の
あ
る
状
態

　
（	

建
築
物
の
倒
壊
、
屋
根
等
の
脱

落
・
飛
散　

な
ど
）

◎	

著
し
く
衛
生
上
有
害
と
な
る
恐
れ

の
あ
る
状
態

　
（	

ご
み
等
の
放
置
や
不
法
投
棄
に
よ

り
、
ネ
ズ
ミ
、
ハ
エ
、
蚊
等
が
発

生
し
、
地
域
住
民
の
日
常
生
活
に

支
障
を
及
ぼ
し
て
い
る　

な
ど
）

◎ 

著
し
く
景
観
を
損
な
っ
て
い
る
状
態

　
（	

窓
ガ
ラ
ス
が
割
れ
た
ま
ま
、
外

壁
が
落
書
き
等
で
大
き
く
傷
ん

だ
り
、
汚
れ
た
ま
ま
放
置
さ
れ

て
い
る
場
合　

な
ど
）

◎	

周
辺
の
生
活
環
境
の
保
全
を
図
る

た
め
に
放
置
す
る
こ
と
が
不
適
切

で
あ
る
状
態

　
（	

立
木
の
枝
等
が
近
隣
の
道
路
等

に
は
み
出
し
、
歩
行
者
等
の
通

行
を
妨
げ
て
い
る
場
合　

な
ど
）

所
有
者
の
責
任
で
す
!

「特定空家等」に対する措置

空き家（上の写真）を解体した様子子 どもを持つ親としては、空き家問題に接すると、
もしも何か起こってしまったら…と心配になりま

す。空き家は、子どもたちの「たまり場」になるかもしれ
ませんし、崩れる可能性や、火事になる危険性もあります。
　意識しておきたいのは、私たちも持ち主になるかもし
れないということ。近い将来、空き家になるかもしれな
い家があれば、早いうちから家族で話し合っておくこと
も大事だと思います。
　また、お持ちの空き家をすぐ解体できない場合でも、
せめて扉や窓を施錠するなど、身近にできる対策を心掛
けたいものです。

INTERVIEW

空き家になる前に
話し合っておくことも大事

鹿屋市空家等対策協議会 委員 

宮下 江里香 さん
（ 鹿屋市PTA連絡協議会副会長）

空き家の
適正な
管理は空家法第９条立入調査

空家法第14条第１項助言・指導

空家法第14条第２項勧告

空家法第14条第３項命令

空家法第14条第９項行政代執行

土地の固定資産税等の減
免措置が解除されます。

（最大６倍に増額）

命令に違反した者は
50万円以下の過料が
科せられます。

代執行の費用は、国税滞納と同じ
扱いで、所有者から徴収すること
になります。
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